
 

●9月 27日、県議会代表質問に

立ち、高知市立愛宕中学校（高

知市相模町）から８㍍しか離れ

ていない土地にセントラル系列

の大型パチンコ店が計画されて

いることを取り上げました。 

計画敷地面積は 4838㎡と従

前の約 1.6倍、産業道路沿いの

幅は 140㍍、敷地西(一ツ橋小学

校のすぐ南)に 5階建て高さ 18

㍍の駐車場、愛宕中学校寄りの

東側には高さ 11㍍の遊技場建

屋とかなり大規模です。 

●相当な集客力を持ち、風紀上

だけでなく交通安全上の問題、

そして何よりも児童生徒への教

育上の悪影響を危惧する声が町

内会や学校 PTAから上ってきて

います。答弁に立った田村県教

育長は、「教育上、どうかという

ことに関しては、端的に言えば、望ましく

ない」とパチンコ店建設を問題視している

態度を表明しました。 

●県の風俗営業を規制

する条例では

学校から 25

㍍以内の営業

を禁止してい

ることから、

その距離を月

極の駐車場に

して、パチンコ店営業許可を受

けようとしています。 

県警小柳本部長は、「風営法に

もとづく許可申請が出ていない。

申請がなされた場合は、警察本

部としても、適正な風俗営業の

許可業務が行われるように徹底

してまいりたい」と、適否を避

ける答弁に止まりました。 

●25㍍とした県条例は 1984制定。

店が大型化した今日、100 ㍍とし

ている徳島県の例からも妥当で

なく「規制が緩い、法の精神に

立った規制強化を」と織田県公

安委員長に求めましたが、「出玉

規制を強める」と、的外れの答

弁に終始しました。 

●相模町内や愛宕中 PTA の皆さ

んが、業者に住民への説明を求

める署名を集め始めました。 

この問題を市議会で率先し取り上げた秦愛

市議とともに力を合わせます。ご協

力を宜しくお願いします。 ●
風
雲
急
を
告
げ
る
選
挙

戦
。
小
池
都
知
事
の
「
私
が

選
別
す
る
」
と
の
言
動
に
、

極
右
と
し
て
の
本
質
を
見
ま

す
。
そ
の
「
自
分
が
…
」
と

い
う
驕
る
姿
勢
は
、
安
倍
首

相
と
前
原
代
表
の
在
り
方
と

共
通
し
て
い
ま
す
ね
。
唯
我

独
尊
の
不
遜
な
態
度
、
こ
の 

様
な
人
た
ち
が
国
民
を
大
切 

に
す
る
政
治
な 

ど
、
す
る
は
ず 

が
な
い
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●
今
こ
そ
市
民 

と
立
憲
野
党
の 

力
で
、
安
倍
自 

公
政
権
を
打
倒 

し
ま
し
ょ
う
！ 

吉良富彦事務所 855-9439 愛宕商店街 

議会控室       823-9524 県議会内 

 

法律･生活相談 無料

●10月 10日(火)午後６時～８時  

●場所：愛宕商店街 吉良事務所 

●皿田幸憲弁護士(よつば法律事務所) 

お問合せ：088-855-9439 お気軽にご相談下

さい 


